
商業化による

利益配分

遺伝資源提供者

ＣＧＩＡＲ、国の機関、民間企業（任意）

締約国会議 信託基金勘定

研究利用者（試験研究機関、民間企業等）

商業利用者（民間企業等）

注：遺伝資源と利益配分の流れの一例を示したものであり、この他にも
様々な形態が予想される。

マルチラテラルシステム（MLS)のイメージ
標準統一ルール（共通の遺伝資源移転契約（ＭＴＡ）の利用等）によるクロッ
プリストの食料・農業植物遺伝資源へのアクセスと利益配分のＭＬＳ

ＭＴＡと同様の取り決め

新品種の

開発

有用遺伝子等
での特許等

種苗会社等
新品種の種苗
の販売

バイテク会社、食品会社
等
特許等を利用した商品化

MTA（標準材料移転契約）の締結

開発途上国等の食料農業のための遺伝資源の開発途上国等の食料農業のための遺伝資源の
保全と利用の促進のために利用保全と利用の促進のために利用

・研究・育種・教育用に限る

・利益配分

遺伝資源受領者

研究と育種を制
限しない場合は
奨励

奨励 義務


